
目

次

告

示

○
公
印
の
調
製
及
び
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

公

告

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
二

選
挙
監
理
委
員
会

○
病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び

保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
、
老
人
ホ
ー

ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
の
一
部
改
正
qqq（
事

務

局
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
印
を
廃
止
し
、
同
年
四
月
一
日
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
公
印
を
調
製
し
た
の
で
、
青
森
県
文
書
取
扱
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
訓
令

甲
第
十
七
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第444号令和４年４月６日 水曜日

青
森
県
報

公
印
の
名
称
及
び
印
影

公
印
の
名
称
及
び
印
影

青
森
県
知
事
印

（
三
八
地
域
県
民

局
地
域
農
林
水
産

部
八
戸
水
産
事
務

所
専
用
）

青
森
県
知
事
印

（
三
八
地
域
県
民

局
地
域
農
林
水
産

部
三
八
地
方
水
産

事
務
所
専
用
）

青
森
県
知
事
印

（
西
北
地
域
県
民

局
地
域
農
林
水
産

部
鰺
ケ
沢
水
産
事

務
所
専
用
）

青
森
県
知
事
印

（
西
北
地
域
県
民

局
地
域
農
林
水
産

部
西
北
地
方
水
産

事
務
所
専
用
）

青
森
県
知
事
印

（
下
北
地
域
県
民

局
地
域
農
林
水
産

部
む
つ
水
産
事
務

所
専
用
）

青
森
県
知
事
印

（
下
北
地
域
県
民

局
地
域
農
林
水
産

部
下
北
地
方
水
産

事
務
所
専
用
）

東
青
地
域
県
民
局

長
印
（
地
域
農
林

水
産
部
東
青
地
方

漁
港
漁
場
整
備
事

務
所
専
用
）

東
青
地
域
県
民
局

長
印
（
地
域
農
林

水
産
部
東
青
地
方

水
産
事
務
所
専

用
）

三
八
地
域
県
民
局

長
印
（
地
域
農
林

水
産
部
三
八
地
方

漁
港
漁
場
整
備
事

務
所
専
用
）

三
八
地
域
県
民
局

長
印
（
地
域
農
林

水
産
部
三
八
地
方

水
産
事
務
所
専

用
）

第
四
百
四
十
四
号

令
和
四
年四

月
六
日

（
水
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
及
び
更

生
医
療
）
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
令
和
四
年
四
月
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
猿
沢
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め

た
の
で
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
四
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
四
月
七
日
か
ら
同
年
五
月
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所
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西
北
地
域
県
民
局

長
印
（
地
域
農
林

水
産
部
西
北
地
方

漁
港
漁
場
整
備
事

務
所
専
用
）

西
北
地
域
県
民
局

長
印
（
地
域
農
林

水
産
部
西
北
地
方

水
産
事
務
所
専

用
）

下
北
地
域
県
民
局

長
印
（
地
域
農
林

水
産
部
下
北
地
方

漁
港
漁
場
整
備
事

務
所
専
用
）

下
北
地
域
県
民
局

長
印
（
地
域
農
林

水
産
部
下
北
地
方

水
産
事
務
所
専

用
）

名

称

所

在

地

担
当
す
る

医
療
の
種
類

指
定
辞
退

年

月

日

十
和
田
泌
尿
器
科

十
和
田
市
元
町
東
一
丁
目

三
の
八

腎
臓
に
関
す
る
医

療

令
和四･
三･三一

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

吹
田

定
義

平
川
市

平
川
市
沖
館
沢
田
六
七
の
一
ほ
か
三
筆



弘
前
市
役
所

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号
（
病
院
の
長
、
老
人
ホ

ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き

病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
四
年
四
月
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

二
の
表
中

「

を
」

有
料
老
人
ホ
ー
ム
フ
レ
デ
ィ
弘
前

〃

大
字
百
石
町
四
七
の
一

「

に
改
め
る
。

」

有
料
老
人
ホ
ー
ム
フ
レ
デ
ィ
弘
前

〃

大
字
百
石
町
四
七
の
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
長
慶
苑

〃

大
字
坂
市
字
亀
田
五
三
の
三

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
長
慶
苑

〃

大
字
坂
市
字
亀
田
五
三
の
三

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
長
慶
の
里

〃

大
字
坂
市
字
亀
田
五
三
の
三
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（ ）4青 森 県 報 第444号令和４年４月６日 水曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


